
 
大

規

模

小

売

店

舗

立

地

法

�

平

成

十

年

法

律

第

九

十

一

号

�

第

八

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

り

橿

原

市

か

ら

意

見

を

聴

き

ま

し

た

の

で

,

次

の

と

お

り

公

告

し

,

そ

の

意

見

を

縦

覧

に

供

し

ま

す

7 

 
 

令

和

六

年

五

月

十

四

日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

奈

良

県

知

事 

山 

下 
 

真 

一 

大

規

模

小

売

店

舗

の

名

称

及

び

所

在

地 

    

名

称 

�

仮

称

�

ド

ラ

P

グ

コ

ス

モ

ス

上

品

寺

店 

 
   

所

在

地  

橿

原

市

上

品

寺

町

五

一

一

番

二 

二 

橿

原

市

か

ら

聴

取

し

た

意

見

の

概

要 

 

１ 

文

化

財

保

存

活

用

課 

⑴ 

申

請

地

は

,

周

知

の

遺

跡

で

あ

る

藤

原

京

右

京

北

三

条

五

坊

及

び

下

ツ

道

に

該

当

す

る

た

め

,

申

請

者

よ

り

令

和

五

年

十

二

月

十

四

日

付

け

で

文

化

財

保

護

法

第

九

十

三

条

第

一

項

に

基

づ

く

埋

蔵

文

化

財

発

掘

届

出

が

提

出

済

み

で

あ

る

7

令

和

六

年

一

月

十

一

日

付

け

文

保

第

三

六

三

五

号

で

奈

良

県

知

事

よ

り

�

慎

重

工

事

�

の

通

知

が

さ

れ

て

い

る

こ

と

に

留

意

す

る

こ

と

7 

  ⑵ 
工

事

施

工

中

に

お

い

て

土

器

等

の

出

土

が

あ

�

た

際

は

,

橿

原

市

役

所

文

化

財

保

存

活

用

課

及

び

橿

原

警

察

署

へ

直

ち

に

連

絡

す

る

こ

と

7 

  ⑶ 
将

来

に

お

い

て

申

請

地

の

現

状

を

改

変

す

る

場

合

は

,

再

度

,

文

化

財

保

護

法

に

基

づ

く

申

請

及

び

届

出

等

を

行

う

こ

と

7 

 

２ 

環

境

政

策

課 

⑴ 

事

業

者

は

,

大

気

汚

染

,

水

質

汚

濁

,

土

壌

汚

染

,

騒

音

,

振

動

,

地

盤

沈

下

及

び

悪

臭

等

の

公

害

を

防

止

す

る

た

め

,

自

己

の

負

担

に

お

い

て

必

要

な

措

置

を

講

じ

る

こ

と

7 

  ⑵ 
近

隣

住

居

か

ら

の

騒

音

等

の

苦

情

に

対

し

て

は

,

事

業

者

自

ら

が

解

決

す

る

こ

と

7

特

に

西

の

住

宅

地

側

に

二

十

四

時

間

稼

働

の

換

気

扇

等

が

設

置

さ

れ

て

い

る

た

め

,

慎

重

な

対

応

を

行

う

こ

と

7 

 

３ 

公

園

緑

地

景

観

課 

橿

原

市

屋

外

広

告

物

条

例

に

よ

る

行

為

の

申

請

内

容

に

変

更

が

あ

る

場

合

は

,

変

更

許

可

申

請

,

除

却

届

及

び

住

所

氏

名

変

更

届

等

の

必

要

な

手

続

を

行

う

こ

と

7 

 

４ 

建

築

安

全

推

進

課 

⑴ 

建

築

物

の

建

築

に

つ

い

て

は

,

建

築

基

準

法

に

基

づ

き

,

事

前

に

手

続

を

行

う

こ

と

7 

⑵ 

建

築

物

の

建

築

に

つ

い

て

は

,

奈

良

県

住

み

よ

い

福

祉

の

ま

ち

づ

く

り

条

例

に

基

づ

き

,

事

前

に

手

続

を

行

う

こ

と

7 



⑶ 

建

築

物

の

建

築

に

つ

い

て

は

,

エ

ネ

ル

ギ

�

の

使

用

の

合

理

化

及

び

非

化

石

エ

ネ

ル

ギ

�

へ

の

転

換

等

に

関

す

る

法

律

に

基

づ

き

事

前

に

手

続

を

行

う

こ

と

7 
⑷ 
建

築

工

事

が

建

設

工

事

に

係

る

資

材

の

再

資

源

化

等

に

関

す

る

法

律

に

よ

る

届

出

対

象

と

な

る

場

合

は

,

事

前

に

届

出

を

行

う

こ

と

7 

 

５ 

上

水

道

課 

当

該

建

築

物

に

係

る

水

理

計

算

に

つ

い

て

従

前

か

ら

提

出

さ

れ

た

内

容

と

相

違

が

あ

り

,

か

つ

,

既

設

引

込

み

給

水

管

の

口

径

が

不

足

す

る

場

合

は

,

給

水

申

請

を

行

い

,

既

設

引

込

み

給

水

管

を

分

水

栓

止

め

の

上

,

必

要

な

口

径

の

給

水

管

を

新

た

に

引

き

込

む

こ

と

7 

三 

縦

覧

場

所 

 
   

奈

良

県

産

業

部

経

営

支

援

課 

四 

縦

覧

期

間 

 
 

令

和

六

年

五

月

十

四

日

か

ら

同

年

六

月

十

四

日

ま

で

7

た

だ

し

,

奈

良

県

の

休

日

を

定

め

る

条

例

�

平

成

元

年

三

月

奈

良

県

条

例

第

三

十

二

号

�

第

一

条

第

一

項

に

規

定

す

る

県

の

休

日

を

除

き

ま

す

7 

五 

縦

覧

時

間 

 
 

午

前

九

時

か

ら

午

後

五

時

ま

で 
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